
 

 

 

■大学、学部の教育研究上の目的 

「清泉女学院大学学則（抜粋）」 

 

（目的及び使命）  

第１条 本学は、教育基本法に則り、学術研究を深めると共に、キリスト教の精神に基づく

全人教育を教育理念として、知的及び道徳的に高い見識と広い教養を養い、弛まぬ自己

開発を通して文化の向上と社会の福祉のために貢献しうる女性を育成することを目的

とする。  

２ 人間学部は、共生の精神を教育の基盤として、心の問題への取り組みを通して他者のた

めに自分を役立てる女性の育成を使命とする。 

 

 

 


